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衆
議
院
議
員
馬
場
伸
幸
君
提
出
「
強
制
連
行
」
「
強
制
労
働
」
と
い
う
表
現
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
よ
う
に
朝
鮮
半
島
か
ら
内
地
に
移
入
し
た
人
々
の
移
入
の
経
緯
は
様
々
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
人
々
に
つ
い
て
、

「
強
制
連
行
さ
れ
た
」
若
し
く
は
「
強
制
的
に
連
行
さ
れ
た
」
又
は
「
連
行
さ
れ
た
」
と
一
括
り
に
表
現
す
る
こ
と
は
、
適

切
で
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。 

 
 

ま
た
、
旧
国
家
総
動
員
法
（
昭
和
十
三
年
法
律
第
五
十
五
号
）
第
四
条
の
規
定
に
基
づ
く
国
民
徴
用
令
（
昭
和
十
四
年
勅

令
第
四
百
五
十
一
号
）
に
よ
り
徴
用
さ
れ
た
朝
鮮
半
島
か
ら
の
労
働
者
の
移
入
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
法
令
に
よ
り
実
施

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
確
に
な
る
よ
う
、
「
強
制
連
行
」
又
は
「
連
行
」
で
は
な
く
「
徴
用
」
を
用
い
る
こ
と
が
適

切
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。 

二
に
つ
い
て 

 
 

強
制
労
働
ニ
関
ス
ル
条
約
（
昭
和
七
年
条
約
第
十
号
）
第
二
条
に
お
い
て
、
「
強
制
労
働
」
に
つ
い
て
は
、
「
本
条
約
ニ

於
テ
「
強
制
労
働
」
ト
称
ス
ル
ハ
或
者
ガ
処
罰
ノ
脅
威
ノ
下
ニ
強
要
セ
ラ
レ
且
右
ノ
者
ガ
自
ラ
任
意
ニ
申
出
デ
タ
ル
ニ
非
ザ

ル
一
切
ノ
労
務
ヲ
謂
フ
」
と
規
定
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
「
緊
急
ノ
場
合
即
チ
戦
争
ノ
場
合
・
・
・
ニ
於
テ
強
要
セ
ラ
ル
ル



 

２ 

 

労
務
」
を
包
含
し
な
い
も
の
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
御
指
摘
の
よ
う
な
「
募
集
」
、
「
官
斡
旋
」
及

び
「
徴
用
」
に
よ
る
労
務
に
つ
い
て
は
、
い
ず
れ
も
同
条
約
上
の
「
強
制
労
働
」
に
は
該
当
し
な
い
も
の
と
考
え
て
お
り
、

こ
れ
ら
を
「
強
制
労
働
」
と
表
現
す
る
こ
と
は
、
適
切
で
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。 


